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食品衛生法第 50条第２項 
（公衆衛生上講ずべき措置） 

都道府県は、営業の施設の内外の清潔保持、ね
ずみ、昆虫等の駆除その他公衆衛生上講ずべき
措置に関し、条例で、必要な基準を定めることがで
きる。 

食品衛生法施行条例 
第３条（別表第１） 

食品衛生法施行規則（省令） 
第 66条の２（別表 17・18） 

省令に規定されるため削除 

食品衛生法第 51条 
（一般衛生管理の基準 

・重要工程管理のための取組の基準） 
厚生労働大臣は、営業の施設の衛生的な管理そ

の他公衆衛生上必要な措置について、厚生労働

省令で基準を定めるものとする。 

食品衛生法第 51条 

（営業施設の基準） 

都道府県は、飲食店営業その他公衆衛生に与え
る影響が著しい営業であつて、政令で定めるもの
の施設につき、条例で、業種別に、公衆衛生の見
地から必要な基準を定めなければならない。 

許可業種：34業種 

食品衛生法施行条例 
第４条（別表第２） 

食品衛生法施行規則（省令） 
第 66条の７ 

  
別表 19 共通基準 
別表 20 業種別基準 
別表 21 生食用食肉・ふぐ 

食品衛生法施行条例 
第３条（別表第１・２・３） 

別表第１ 共通基準 
別表第２ 業種別基準 
別表第３ 生食用食肉・ふぐ 

＋ 
省令で規定されていない施設の基準 
・露店を利用して行う営業 
・自動車を利用して行う魚介類販売業 

食品衛生法第 54条 

（営業施設の基準） 

都道府県は、公衆衛生に与える影響が著しい営
業であって、政令で定めるものの施設につき、厚
生労働省令で定める基準を参酌して、条例で、公
衆衛生の見地から必要な基準を定めなければな
らない。 

許可業種：32業種（※） 参酌基準 

（※）法改正のひとつとして、営業許可制度
が見直され、現行の34業種の統廃合及
び新たな許可業種の追加により、32 業
種に再編された。 



（番号は食品衛生法施行令の記載順）

旧業種（３４業種） 新業種（３２業種）

① 飲食店営業 ① 飲食店営業

② 喫茶店営業 ② 調理機能を有する自動販売機

③ 菓子製造業

④ あん類製造業

⑤ アイスクリーム類製造業 ⑫ アイスクリーム類製造業

⑥ 乳処理業 ⑦ 乳処理業

⑦ 特別牛乳搾取処理業 ⑧ 特別牛乳搾取処理業

⑧ 乳製品製造業 ⑬ 乳製品製造業

⑨ 集乳業 ⑥ 集乳業

⑩ 乳類販売業 （届出）

⑪ 食肉処理業 ⑨ 食肉処理業

⑫ 食肉販売業 ③ 食肉販売業

⑬ 食肉製品製造業 ⑮ 食肉製品製造業

⑭ 魚介類販売業 ④ 魚介類販売業

⑮ 魚介類せり売業 ⑤ 魚介類競り売り営業

⑯ 魚肉ねり製品製造業 ⑯ 水産製品製造業

⑰ 食品の冷凍又は冷蔵業 ㉗ 冷凍食品製造業

㉘ 複合型冷凍食品製造業

⑱ 食品の放射線照射業 ⑩ 食品の放射線照射業

⑲ 清涼飲料水製造業

⑳ 乳酸菌飲料製造業

㉑ 氷雪製造業 ⑰ 氷雪製造業

㉒ 氷雪販売業 （届出）

㉓ 食用油脂製造業

㉔ ﾏｰｶﾞﾘﾝ又はｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ製造業

㉕ みそ製造業

㉖ しょうゆ製造業

㉘ 酒類製造業 ㉑ 酒類製造業

㉙ 豆腐製造業 ㉒ 豆腐製造業

㉚ 納豆製造業 ㉓ 納豆製造業

㉛ めん類製造業 ㉔ 麺類製造業

㉜ そうざい製造業 ㉕ そうざい製造業

㉖ 複合型そうざい製造業

㉗ ソース類製造業

㉝ 缶詰又は瓶詰食品製造業

㉞ 添加物製造業 ㉜ 添加物製造業

⑱ 液卵製造業

㉙ 漬物製造業

㉛ 食品の小分け業

㉚ 密封包装食品製造業

営業許可制度の見直し

　営業許可について、実態に応じたものとするため、食中毒リスクを考慮しつつ、見直しが行

われた。

⑪ 菓子製造業

⑲ 食用油脂製造業

⑳ みそ又はしょうゆ製造業

⑭ 清涼飲料水製造業


